
 

発達障がいのある学生の理解と支援： 

合理的配慮と教育的対応 

【 全学 SD研修会 】 

信州大学学術研究院（教育学系）教授。ジョージア大学大学院教育学

研究科修了（Ph.D.）。信州大学講師，助教授，准教授を経て現職。

専門は教育心理学，臨床心理学。文部科学省「障害のある学生の就

学支援に関する検討会」委員。その他学会理事等。 

・日時：令和 3年 12月 7日(火)15：30～17：00 

・実施方法：オンライン開催（Zoom） 

講師：信州大学 教育学部・総合人文社会科学研究科教授 

【講師のプロフィール】 

【 講 演 内 容 】 

高 橋  知 音 先生 

今年5月に障害者差別解消法の改正案が国会で可決され、これまで私立大学で

は努力義務とされてきた合理的配慮が、国公立大学同様に法的義務となること

が決まりました。障害のある学生への支援では、正式な手続きが必要な合理的

配慮だけでなく、教員の判断で行う教育的な対応が求められることもあります。

発達障害のある学生の支援は、他の障害がある学生への支援と比べてもわかり

にくく、どこまで支援すべきかと迷う場面も多々あります。大学でよくある支援

事例を通して、妥当な支援のあり方を一緒に考えたいと思います。 


